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船舶事故調査報告書 

 

                              令和４年１２月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 同乗者負傷 

発生日時 令和４年７月１０日 １３時１０分ごろ 

発生場所 愛媛県松山市北条
ほうじょう

港北方沖 

北条港鹿島神洗
かしまかみあらい

防波堤灯台から真方位０４７°５２０ｍ付近 

（概位 北緯３３°５８.８′ 東経１３２°４６.２′） 

事故の概要 水上オートバイ V X R
ブイエックスアール

は、遊走中、同乗者が落水して負傷し

た。 

事故調査の経過  令和４年７月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ａ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

水上オートバイ VXR、０.２トン 

２８１－４３７４２愛媛、個人所有 

２.８７ｍ（Lr）×１.１０ｍ×０.６７ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１３２.４kＷ、平成２９年７月 

 乗組員等に関する情報 船長 ３９歳 

特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２９年７月１０日 

免許証交付日 令和３年８月１０日 

         （令和９年７月９日まで有効） 

同乗者Ａ ４９歳 

 死傷者等 重傷 １人（同乗者Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期  

 事故の経過  船長は、約２０人の知人と共にレクリエーションの目的で、北条港

北方の砂浜に集まり、水上オートバイの遊走をしたり、ウェイクボー

ドの遊走をしたりしていた。 

本船は、船長が１人で乗り組み、令和４年７月１０日１３時００分

ごろ、同乗者（以下「同乗者Ｂ」という。）にウェイクボードの遊走

をさせる目的で、後方の見張り役として同乗者Ａを後部座席に乗せ、

北条港北方の砂浜を発進し、同浜沖（以下「本件海域」という。）

で、同ボードに乗った同乗者Ｂをけん
．．

引して遊走した。 
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船長は、同乗者Ｂが遊走を終えたところで、同乗者Ｂを本船に引き

揚げて船長と船尾側に乗った同乗者Ａとの間の座席に乗せた後、いつ

もどおり「行くよー」と合図をしたので、同乗者Ａは身体を保持して

いるものと思い、本船を発進させた。 

同乗者Ａは、先端に遊走者が掴
つか

むハンドルが取り付けられ、末端を

本船の船尾に繋止されていたウェイクボードけん引用のロープ（以下

「本件ロープ」という。）を回収して足下に収納中、本船後部のグ 

リップハンドルを掴んで身体を保持する前に、１３時１０分ごろ、本

船が発進して後方に落水した際に本件ロープが左手母指に絡んで負傷

した。 

本船は、船長が落水した同乗者Ａから指を負傷したことを聞き、同

乗者Ｂを発進場所に降ろした後、直ちに引き返して、同乗者Ａを本船

に引き揚げて発進場所に戻った。 

同乗者Ａは、１３時１５分ごろ船長の知人が要請した救急車で松山

市内の病院に搬送され、左母指切断と診断され、８日間入院した。

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船、写真２ 本船、写真 

３ 本件ロープ、写真４ 本件ロープのハンドル 参照） 

 その他の事項 船長は、上半身にラッシュガード*１及び固型式救命胴衣を、下半身

にウェットスーツボトムを着用し、サンダルを履いていた。 

同乗者Ａは、上半身に長袖のラッシュガード及び固型式救命胴衣

を、下半身には遊泳用パンツを着用し、裸足だった。 

同乗者Ａは、これまでに船長が操船する水上オートバイに、ウェイ

クボードの牽引をしてもらったことや、後席で見張り役として乗船し

たことが何度もあった。 

同乗者Ａは、本船の発進時は、いつもであれば本船の後部のグリッ

プハンドルを掴んで身体を保持していたが、本事故時は同ハンドルを

掴む前に本船が発進して、後方に落水したと本事故後に思った。 

同乗者Ａは、いつもであれば航行時は、本件ロープを足下に置いて

いたが、まだ本件ロープを回収中で、足下に置く前の左手で掴んだ状

態で本船が発進したので、落水した際に緊張した本件ロープが左母指

に絡んで負傷したのだと本事故後に思った。 

船長は、水上オートバイの操縦経験が４年以上あり、これまでに何

度も本件海域付近を航行したことがあり、また、同乗者Ａを後部座席

に搭乗させたことも何度もあり、いつもどおり発進の合図をしたの

で、同乗者Ａは身体を保持しているものと思っていた。 

船長は、同乗者Ｂからゆっくり行ってほしいと言われ、いつもより

ゆっくりとアクセルを握ったので、同乗者Ａが落水するとは思ってい

なかった。 

                             
*１ラッシュガード：日焼けや皮膚の損傷を防ぐために、主に屋外の水場で用いられる衣料  
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船長は、いつもであれば航行中は、本件ロープは足下に束ねて置い

て船長や同乗者が足で踏みつけて航行していたので、本事故時も足下

に置いてあるものと思っていたが、本船を発進させる前に、同乗者の

身体の保持状況や本件ロープの収納状況について、確認していれば良

かったと本事故後に思った。 

本件ロープは、合成繊維製で、直径は約７mm、長さは約１６ｍあっ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、本件海域において、同乗者Ａが、船尾側の座席に乗り、本

件ロープを回収して左手で掴んで足下に収納中で、身体の保持を十分

に行っていない状態で、船長が本船を発進させたことから、同乗者Ａ

が後方に落水した際、緊張した本件ロープが左母指に絡んで負傷した

ものと考えられる。 

 船長は、これまでに同乗者Ａを後部座席に搭乗させたことが何度か

あり、いつもどおり発進の合図もしており、同乗者Ａが身体を保持し

ているものと思い、本船を発進させたものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が本件海域において、同乗者Ａが、船尾側の座席に

乗り、本件ロープを回収して左手で掴んで足下に収納中で、身体の保

持を十分に行っていない状態で、船長が本船を発進させたため、同乗

者Ａが後方に落水した際、緊張した本件ロープが左母指に絡んだこと

により発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、同乗者を乗せて水上オートバイを発進させる際は、落水

やロープの巻き込みによる負傷事故防止のために、同乗者の身体

の保持状況や本件ロープの収納状況等について確認してから発進

させること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 
 

 

 

  

  

愛媛県 

北条港 

松山市鹿島 

北条港鹿島神洗防波堤灯台 

事故発生場所 

（令和４年７月１０日 

１３時１０分ごろ発生） 

発進場所 

遊走場所 

松山港 
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写真１ 本船 

 

 

 

写真２ 本船 

 
 

 

 

写真３ 本件ロープ          写真４ 本件ロープのハンドル 

      

グリップハンドル 


